
CC1：自己資本の構成に関する開示　（三菱UFJ信託銀行・連結） （単位：百万円、％）

普通株式等Tier1 資本に係る基礎項目
普通株式に係る株主資本の額 1,928,422 1,913,081

うち、資本金及び資本剰余金の額 805,904 805,904
うち、利益剰余金の額 1,446,864 1,432,295
うち、自己株式の額（△） 299,999 299,999
うち、社外流出予定額（△） 24,345 25,118
うち、上記以外に該当するものの額 - -

普通株式に係る新株予約権の額 - -
その他の包括利益累計額及びその他公表準備金の額 271,217 330,057 (a)
普通株式等Tier1資本に係る調整後非支配株主持分の額 1,911 1,687
普通株式等Tier1 資本に係る基礎項目の額 （イ） 2,201,551 2,244,826

普通株式等Tier1 資本に係る調整項目

400,386 398,269

うち、のれんに係るもの（のれん相当差額を含む。）の額 215,124 213,227

うち、のれん及びモーゲージ・サービシング・ライツに係る
もの以外のものの額

185,262 185,042

繰延税金資産（一時差異に係るものを除く。）の額 9 18
繰延ヘッジ損益の額 △ 30,759 △ 216
適格引当金不足額 6,142 8,656
証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額 - -

- -

退職給付に係る資産の額 317,428 313,712

- -

意図的に保有している他の金融機関等の普通株式の額 - -
少数出資金融機関等の普通株式の額 - -
特定項目に係る十パーセント基準超過額 - -

うち、その他金融機関等に係る対象資本等調達手段のう
ち普通株式に相当するものに関連するものの額

- -

うち、無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ライツに
係るものに限る。）に関連するものの額

- -

うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関
連するものの額

- -

特定項目に係る十五パーセント基準超過額 - -

うち、その他金融機関等に係る対象資本等調達手段のう
ち普通株式に相当するものに関連するものの額

- -

うち、無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ライツに
係るものに限る。）に関連するものの額

- -

うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関
連するものの額

- -

その他Tier1 資本不足額 - -
普通株式等Tier1 資本に係る調整項目の額 （ロ） 693,207 720,439

普通株式等Tier1 資本
普通株式等Tier1 資本の額（（イ）－（ロ）） （ハ） 1,508,343 1,524,386
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別紙様式
第十四号（CC2）

の参照項目

国際様式の
該当番号

項目 2022年9月末 2022年6月末

その他Tier1 資本に係る基礎項目
31a その他Tier1 資本調達手段に係る株主資本の額 - -
31b その他Tier1 資本調達手段に係る新株予約権の額 - -
32 その他Tier1 資本調達手段に係る負債の額 170,500 162,500

- -

その他Tier1 資本に係る調整後非支配株主持分等の額 438 381

- -

うち、銀行及び銀行の特別目的会社等の発行する資本調
達手段の額

- -

うち、銀行の連結子法人等（銀行の特別目的会社等を除
く。）の発行する資本調達手段の額

- -

その他Tier1 資本に係る基礎項目の額 （ニ） 170,938 162,881
その他Tier1 資本に係る調整項目

自己保有その他Tier1 資本調達手段の額 - -

- -

少数出資金融機関等のその他Tier1 資本調達手段の額 - -
その他金融機関等のその他Tier1 資本調達手段の額 - -
Tier2 資本不足額 - -
その他Tier1 資本に係る調整項目の額 （ホ） - -

その他Tier1 資本
その他Tier1 資本の額（（ニ）－（ホ）） （ヘ） 170,938 162,881

Tier1 資本
Tier1 資本の額（（ハ）＋（ヘ）) （ト） 1,679,282 1,687,268

Tier2 資本に係る基礎項目
Tier2 資本調達手段に係る株主資本の額 - -
Tier2 資本調達手段に係る新株予約権の額 - -
Tier2 資本調達手段に係る負債の額 248,921 165,500
特別目的会社等の発行するTier2 資本調達手段の額 - -
Tier2 資本に係る調整後非支配株主持分等の額 552 486

- -

うち、銀行及び銀行の特別目的会社等の発行する資本調
達手段の額

- -

うち、銀行の連結子法人等（銀行の特別目的会社等を除
く。）の発行する資本調達手段の額

- -

99 34

うち、一般貸倒引当金Tier2 算入額 99 34
うち、適格引当金Tier2 算入額 - -

Tier2 資本に係る基礎項目の額 （チ） 249,574 166,021
Tier2 資本に係る調整項目

自己保有Tier2 資本調達手段の額 - -

- -

- -

0 44

Tier2 資本に係る調整項目の額 （リ） 0 44
Tier2 資本

Tier2 資本の額（（チ）－（リ）） （ヌ） 249,573 165,977
総自己資本

総自己資本の額（（ト）＋（ヌ）） （ル） 1,928,856 1,853,245
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別紙様式
第十四号（CC2）

の参照項目

国際様式の
該当番号

項目 2022年9月末 2022年6月末

リスク・アセット
リスク・アセットの額 （ヲ） 9,957,131 10,014,327

連結自己資本比率
連結普通株式等Tier1 比率（（ハ）／（ヲ）） 15.14% 15.22%
連結Tier1 比率（（ト）／（ヲ）） 16.86% 16.84%
連結総自己資本比率（（ル）／（ヲ）） 19.37% 18.50%

調整項目に係る参考事項

66,260 61,872

41,724 41,424

- -

86,390 42,608

Tier2 資本に係る基礎項目の額に算入される引当金に関する事項
一般貸倒引当金の額 99 34
一般貸倒引当金に係るTier2 資本算入上限額 10,081 9,588

- -

適格引当金に係るTier2 資本算入上限額 42,408 43,037
資本調達手段に係る経過措置に関する事項

適格旧Tier1 資本調達手段に係る算入上限額 - -

- -

適格旧Tier2 資本調達手段に係る算入上限額 - -

- -
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適格旧Tier2 資本調達手段の額から適格旧Tier2 資本調達手
段に係る算入上限額を控除した額（当該額が零を下回る場合
にあっては、零とする。）

少数出資金融機関等の対象資本等調達手段に係る調整項目
不算入額

その他金融機関等に係る対象資本等調達手段のうち普通株式
に係る調整項目不算入額

無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ライツに係るものに
限る。）に係る調整項目不算入額

繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に係る調整項目
不算入額

内部格付手法採用行において、適格引当金の合計額から事業
法人等向けエクスポージャー及びリテール向けエクスポー
ジャーの期待損失額の合計額を控除した額（当該額が零を下
回る場合にあっては、零とする。）

適格旧Tier1 資本調達手段の額から適格旧Tier1 資本調達手
段に係る算入上限額を控除した額（当該額が零を下回る場合
にあっては、零とする。）
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